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Ⅰ. 問題と目的 

 

１．熊本県の小学校運動部活動の転換 

2014年 9月，熊本県教育委員会はこれまでの小学校運

動部活動を，外部組織が運営する「社会体育」へ移行する

方針を発表した．翌 2015年 3月「児童生徒のための運動

部活動及びスポーツ活動の基本方針」により具体的な計

画が示された．基本方針 1 では「小学校の運動部活動は

社会体育へ移行」「移行期間を 4年間とし，平成 30年度

末には各市町村において達成できるようにする．」とした． 

基本方針４では，「指導者の資質向上研修会及び講習

会の実施」として，指導に必要な知識や技能等についての

研修会を行うよう記された．そこでは，「…(略)科学的な

研究により理論づけられたもの，研究の結果や数値など

で科学的根拠が得られたもの，新たに開発されたものな

どを活用する．」と述べられた．その例として，「多様な

能力やニーズに対する指導法について」という記述もあ

り，競技力そのものの科学的根拠に基づいた効果的な指

導のみならず，発達障害をはじめ配慮を要する児童を含

めた児童理解についても研修が必要であると考えられる． 
 
２．運動部活動の意義と歴史的変遷 
小学校運動部活動について整理する． 

中学校学習指導要領によると，部活動は「スポーツや文

化及び科学等に親しませ，学習意欲の向上や責任感，連帯

感の涵養等に資するものであり，学校教育の一環として，

教育課程との関連が図られるよう留意すること」と記さ

れているが，小学校学習指導要領において記述はない． 

∗ 熊本県八代市立太田郷小学校 

運動部活動の意義としては，からだの発育を考慮した

学校種別の運動部活動が考えられる．國土（2014）は小学

校における運動部活動では「動きの巧みさを身につける

のに最も適している」とし，「難しい技能や動きを達成す

る喜びを経験させることが必要である．この達成の課程

には『できない』ことに直面しそれを不快であると表現す

る子どももいるが，これも重要な経験であり，動きを達成

させるには，教師や指導者のサポートが必要である．」と

述べている．様々な発達段階にある児童の運動技能向上

のためには指導者の適切な指導が大切であり，個々の状

況によっても対応する必要がある．特に運動の巧緻性に

難しさのある児童が多い発達障害の児童には，全体指導

にとどまらず，個の特性に応じた指導が重要になる． 

熊本県内の運動部活動の歴史では，45 年前に学校体育

から社会体育への移行が形づけられていた（県教委「児

童・生徒の体育スポーツ活動について」1970年通達）．熊

本県体育史（1988）によると，この時の社会体育への移行

はその後，「市内の中学校における活動中の事故の判決

（1970 年）を受け，また教師の勤務時間の関係や損害賠

償の判例，過剰な対外試合や勝敗へのこだわり，多額の経

費などの教育上望ましくない結果の招来，といった様々

な要素が関係していた．」と記されており，様々な問題が

生じていたことがわかる．しかしながら，全国に先駆けて

社会体育化に取り組んだ熊本では，小学校でも同様に部

活動を社会体育として八代地域や宇城地域などで発展さ

せていった（新熊本の体力 2014）歴史があった． 

しかし，その通達から８年後，再び学校体育への回帰

（1978）をたどった．これは①教員特殊業務手当の運用，

(1) 

                                                                                                                                                                                        

17p131-138-oosugi.indd   131 2016/12/05   17:31:00



132 大 杉 成 喜・今 田 直 人大杉成喜・今田直人 

②日本学校安全会法の改正，③運動部活動が教育活動と

して位置づけられた，といった３点の理由からだった（新

熊本の体力 2014）．これらの流れを受け，小学校も同様に

学校単位のいわゆる「部活動」として展開していくことに

なる．そして今回，少子化に伴うチーム編成の困難さやニ

ーズの多様化，指導者教員不足などの課題を背景に，2019

年に再び社会体育への移行という変遷をたどる． 

このように「小学校の運動部活動」という形態は熊本独

特のシステムであり，現在に至ったと考えられる．これに

対し他県は小学生のスポーツについては1962年発足のス

ポーツ少年団としての活動が結成以来継続しており，近

年では「スポーツ少年団と目指す理念が一致する総合型

地域スポーツクラブ(大橋,2001)」との連携で，その機能

を拡充していく流れとなっている． 

 
３．総合型地域スポーツクラブ活動の現状 
櫻井（2012）は総合型地域スポーツクラブを，「種目や

チーム，年代の枠を超えた一つのクラブとして，子どもか

ら高齢者，障害者も含め，誰もが生涯にわたってスポーツ

に親しむシステム」と述べている．しかしながら，「地域

の高齢者や障害者と交流を行っているか？」との質問に

対し，90.07％のクラブが「いいえ」の回答を示しており，

障害に対する情報の薄さもあげられる（櫻井,2012）．「は

い」と回答しているところでも，施設への慰問や障害者マ

ラソン大会での交流が挙げられたくらいであった． 

次に小学生のスポーツ活動について，障害のある児童

の参加状況について述べる．日本スポーツ少年団「第９次

育成５か年計画」の報告に，「単位スポーツ少年団におけ

る障害のある子どもの参加実態調査報告書（2015）」があ

る．スポーツ少年団で参加・活動している「障がいのある

子どもの参加状況」は，多くが健常児の活動に障害のある

子どもの参加がみられ，在籍の半数以上54.7％が発達障

害（ここではアスペルガー症候群，ＡＤＨＤ，学習障がい

などの分類）の児童という調査結果が出ている．次に多い

のが聴覚障害（18.7％），以下，肢体不自由（12.0％），

知的障害（9.3％）だった．スポーツが身体の動きを伴う

という特性から，他の障害種より動きが活発な児童の多

い「発達障害」の児童が圧倒的に多く在籍しているのがわ

かる． 

しかし，指導者に目を向けてみると，報告書では日本体

育協会の登録指導者のうち，日本障がい者スポーツ協会

の資格を持っている指導者数は81.8％の団が0人と回答

している．指導者のいるスポーツ少年団においても，実際

には，発達障害をはじめ様々な配慮の必要な児童への指

導にあたって，その指導者に対する研修や情報提供など

が行われていないまま，指導が行われている現状が浮か

んでくる． 

この報告書では「障がいの種類に対してだけではなく

個々に応じたサポート体制を全体で検討できるような取

り組みが望まれる．」と結んであり，指導者への研修の必

要性はうたってあるものの，具体的には「これから研究し

ていく分野」となっている．これらの報告から，全国的に

も発達障害をはじめ配慮の必要な児童への指導にあたっ

て，指導者への情報提供（研修）は皆無に近い状態である

ことがうかがえる． 

毎年行われている，熊本県体育協会が開催する指導者

講習会の中でも，「発達障害をはじめとする障がいのある

方への指導」という視点での研修会は資料の残っている

1998年以降，一度も実施されていない（※県体協資料）． 

 
４．本研究の目的 

熊本県では「小学校の運動部活動」はこれまで学校職

員主体で運営・指導してきた．今回の社会体育化への方針

に伴い，その移行期間（～平成 30年度末）を含め，移行

後も，地域の指導者（外部指導者）による指導や運営の中

で，特に，「発達障害をはじめ支援を要する児童に対する

指導」という点で混乱が起きるのではないかと予想した． 

本研究では，学校職員としての指導者と外部指導者に

調査を行い，外部指導者の方々の「発達障害」等に対する

理解についての現状を明らかにするとともに，特別支援

教育の周知すべきことを整理したい． 

また，モデルケースとして一つのスポーツクラブ（Ｃ

小学校運動部活動）の外部指導者に発達障害等に関する

研修を行う．この研修を通して，これまでの指導の振り返

り，指導の工夫改善，配慮を要する児童が生き生きと参加

できる部活動（スポーツクラブ）のありかたを考える． 

最後に特別支援学級児童を対象とした日本で唯一のス

ポーツ少年団を訪問調査し，その理念，配慮点，指導者の

考え等を聞き取り，発達障害のある児童の理解と運動部

活動指導のありかたについて考察する． 

 

Ⅱ．方法 
 

１．アンケート調査 

１）対象 

小学校の運動部活動指導者（外部指導者含む） 

２）手続き 

2015 年 9 月下旬から 10 月中旬，熊本県内の県南地域

（八代，芦北，球磨）の各市町村教育長の決裁を経て 80

校へ配布した．小学校運動部活動の直接指導に携わる指

導者全員（学校職員と外部指導者）に記入を依頼した． 

３）調査内容 

質問項目「フェイスシート」，「児童の実態把握の方法」，

「発達障害に関する知識・経験」，「児童への対応の仕方」

(2) 

小学校運動部活動特別支援教育 

を設定した．（資料１） 

４）分析方法 

「学校職員群」，「外部指導者群」の比較分析には，

「Excelアンケート太閤Ｖ.5」を，項目ごとの分析は統計

解析ソフト js-STAR を用いた．自由記述の回答は，ＫＪ

法を用いて著者によりカテゴリー別に分類し整理した． 

 

２．外部指導者の研修の実施 

１）研修の試行 

Ｃ小学校多目的室にて，Ｃ小学校運動部活動外部指導

者（6つの部：11名）に向けて 2015年 10月 19日（サッ

カー部，陸上部，バドミントン部），20日（野球部，ミニ

バスケットボール部，バレーボール部）に，部活動指導後

に発達障害に関する情報提供（研修）を実施した．内容は，

発達障害全般の理解や運動部活動時等での指導にあたっ

ての工夫例などについて講義形式で実施した．  

２）研修後の聞き取り調査 

12 月中旬，情報提供（研修）を実施した部活動指導者

に，その後の自分の指導に際して「工夫したり配慮したり

したことはあったか」，また「児童に変容が見られる場面

はあったか」，などを半構造化面接により明らかにした．

聞き取りに関しては，研修に参加した指導者 11名のうち

9 名から聞き取りが得られた．質問内容は資料２に示す． 

 

３．特別支援教育学級児童を対象にしたスポーツ少年団

指導者へのインタビュー調査 

12 月初旬，日本で唯一，スポーツ少年団として特別支

援学級に通う小中学生を対象として結成されている「竹

の子プレイスクールスポーツ少年団」の代表田中友治氏

へのインタビュー調査を実施した．クラブ設立の経緯や

運営及び活動内容，さらに，指導者としての配慮点やこれ

までの苦労などを半構造化面接にて聞き取り調査を行い，

熊本県における今後の発達障害児の部活動参加について

の提言をいただいた． 

 

Ⅲ 結果 
 

１．アンケート調査 

80 の小学校のうち，72 校から回答があった（回収率

90.0％）．有効回答数は 475で，「当該学校職員：Ａ群」

411名，「地域の指導者（外部指導者）：Ｂ群」64名であ

った．小学校単位で活動している部活動であるために，Ｂ

群の指導者は学校によっては委嘱していないところもあ

り，総数に差がみられた． 

主要な項目については Fig.1～2，Table1に示す．  

回答があった自由記述について「学校職員」「外部指

導者」の両カテゴリー別に分類・整理した結果を Table4

に示す．  

Table2 どのような形で保護者から情報提供があったか 

             文書    口頭  文書＋詳しい説明  その他 

Ａ群(n=116)   2.5%   84.8%     11.9%          0.8% 

Ｂ群 (n=12)   8.3%    75.5%      8.3%          8.3% 

Table1 どのような形で担任より情報提供があったか 

文書  口頭 文書＋詳しい説明 その他 

Ａ群（n=294） 1.7%  82.3%   14.3%    1.7% 

Ｂ群 (n=17)  5.9%  82.3%   11.8%     0% 
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回答があった自由記述について「学校職員」「外部指

導者」の両カテゴリー別に分類・整理した結果を Table4

に示す．  

Table2 どのような形で保護者から情報提供があったか 
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Ｂ群 (n=12)   8.3%    75.5%      8.3%          8.3% 

Table1 どのような形で担任より情報提供があったか 

文書  口頭 文書＋詳しい説明 その他 

Ａ群（n=294） 1.7%  82.3%   14.3%    1.7% 
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を設定した．（資料１） 

４）分析方法 
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３．特別支援教育学級児童を対象にしたスポーツ少年団
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運営及び活動内容，さらに，指導者としての配慮点やこれ

までの苦労などを半構造化面接にて聞き取り調査を行い，

熊本県における今後の発達障害児の部活動参加について

の提言をいただいた． 

 

Ⅲ 結果 
 

１．アンケート調査 

80 の小学校のうち，72 校から回答があった（回収率
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411名，「地域の指導者（外部指導者）：Ｂ群」64名であ

った．小学校単位で活動している部活動であるために，Ｂ

群の指導者は学校によっては委嘱していないところもあ

り，総数に差がみられた． 

主要な項目については Fig.1～2，Table1に示す．  
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自由記述をＫＪ法で分類した結果(Table4)，「連携・

話し合い・共通理解」に関することを記述した回答が両群

とも４割を超えた．しかし，「研修の必要性」ではＡ群の

方が高い割合を占め，「指導への不安・勝利至上主義の心

配」と，「個人情報保護（守秘義務）の心配」については，

Ｂ群では 0％であった． 

 

２．外部指導者への研修の試行後のインタビュー 

表１で示した質問項目で，研修後の様子を指導者 9名

にインタビューした結果，「言葉遣いを丁寧に」や「説明

をゆっくり詳しく」などを意識するようになったり,児童

の変容では「集合が早くなった」や「子どもたちも暴言を

言わなくなった」などの変化を感じたりする回答を得た．

受けた研修に関しては,「わかりやすかった」と評価して

いただき,スライドの細かい部分まで覚えていて,自分を

振り返る回答を寄せていたものもあった．また「定期的に

このような話を聞く機会がほしい」という回答もあった． 
 

Ⅳ 考察 
 

本研究では平成 30 年度の小学校運動部活動社会体育

移行を見据えて，特別支援教育の視点から，現状として熊

本県内で展開されている小学校運動部活動についての現

状を調査した． 

第１研究として部活動に指導者として関わっている人

にアンケートを取り，学校職員以外の指導者（外部指導者）

の発達障害をはじめとする特別な配慮を要する児童への

指導について，その認識度を明らかにするとともに，児童

についての情報の共有方法や，指導にあたっての考え，対

応方法などを学校職員と比較検討した． 

第２研究として，一つの小学校運動部活動をモデルに，

外部指導者に向けて「発達障害についての情報提供会」と

して，発達障害についての基本的な内容ふまえた研修を

行った．その後，２か月ほど経って各外部指導者にインタ

ビューを行い，研修の有効性や指導現場での実効性を検

証した． 

 

１．アンケート結果より 

「児童の実態把握の方法」について，児童の様子を知

る方法としては，保護者よりも担任の先生からの情報提

供が多かった（Fig.1）．これまで学校内の部活動として

機能していることもあり，各部には学校職員が何らかの

形で関わっている．部活動の場面だけでなく普段の生活

Table3 自由記述の分類結果 

カテゴリー分け 

Ａ群(n=245)      Ｂ群(n=27) 

連携・話し合い・共通理解について 

      42.4％       40.7％ 

研修の必要性について 

      20.8％        7.4％ 

指導への不安・勝利至上主義の心配  

9.8％         0％ 

指導者の確保の心配   

5.3％        7.4％ 

児童の特性を理解しての指導について  

4.9％        3.7％ 

個人情報保護(守秘義務)の心配          

2.9％         0％ 

特別なにもしない                

1.0％        7.4％ 

その他                    

13.1％       33.3％ 
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Fig.5 忘れ物には毎回強く言い聞かせる方がよい 

（▲有意に多い，▽有意に少ないp<.05） 
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場面でも話す機会がある学校職員同士のため，児童の様

子を共有しやすい．このことは，今後社会体育化して学校

（担任）から離れての活動となったときに，特別な配慮を

要する児童についての情報の伝達が難しくなり，児童に

応じた指導が難しくなることも考えられる．情報提供の

形としては「担任から」，「保護者から」ともに，口頭で

の情報提供がほとんどであった(Table1, Table 2)．伝達

の過程で不確実な伝わり方をする可能性もある． 

「発達障害に関する知識・経験」について尋ねた各項

目では，発達障害をはじめ，特別支援教育に関する研修会

や学びの場への参加状況は，明らかな差が出た(Fig.3)．

Ａ群は校内研修をはじめ，年間通して様々な研修の機会

があり，校内研修だけでなく，長期休業日や休日を利用し

て自主的に参加しているものも多い．Ｂ群ではその機会

や啓発に応じる場が少なく，参加したことがない指導者

が多数を占めた．アスペルガー障害や高機能自閉症など

「発達障害に関わる言葉を聞いたことがあるか」の質問

でも両群に有意な差があった(Fig.4)．発達障害について

は近年，新聞・テレビなどマスコミでも取り上げられるこ

とが多くなったが，内容まで踏み込んで聞いたり調べた

りすることもないためと思われる．また，「配慮を要する

児童が在籍したことがあるか」の質問においてＡ群 71.9%，

Ｂ群 28.6%と差が出たことから，児童に対する「気付き」

の部分で大きな違いがあることがわかる．「知らない」と

いうことで，気付きができず，今後も普段の指導を繰り返

していく可能性がある． 

具体的事例に関して対応を 4件法で尋ねた項目では，

「毎回強く言う」や「家庭環境に問題があるため保護者に

強く要求する」，「厳しい対応」といった項目において，

両群で有意な差がみられた(Fig.5, Fig.6, Fig.7)．依然

として児童や保護者への責任と考えている現状が浮かん

できた． 

しかし反面，「力づくでおさえる」や「何度もやらせ

たり罰を与えたりする」という項目に関しては，両群に有

意な差が見られなかった．これは，Ｂ群指導者もこれまで

の指導の中で培ってきた各自のノウハウを持ち合わせて

いることや，いわゆる「体罰」についてマスコミを含め

様々な場面で話題になっていることで否定的な回答を示

したものと思われる． 

自由記述の「社会体育化していく上で，配慮を要する

児童への理解や指導についての考え(Table3)」では，両群

とも「連携・話し合い・共通理解」についての記述があり，

その必要性を感じている．藤田(2008)は，発達障害児の運

動指導上の留意点 7カ条として，第 1番目に「情報蓄積，

情報交換する中で指導方針を決めていくことが大切」と

述べており，「家族からの情報を得ることの大切さ」につ

いても後述している．自由記述の「連携・話し合い・共通

理解」の大切さの認識と一致している．しかしながら，実

際のところアンケート調査から「保護者からの情報提供」

については両群とも割合は低く，保護者からは伝わって

いない（伝える機会がない）ことがわかった．学校現場を

離れることで，児童の様子を伝えるための方法が更に狭

まってくるものと考えられる． 

次に，記載している人のうち，研修の必要性があると

回答している人がＡ群で 20.8％おり（Ｂ群 7.4％），実際

に毎年のように特別支援教育に関する研修を受けている

Ａ群はその必要性を強く感じているものといえる．特別

な配慮を要する児童について，「知らない」ということに

よる不適切な要求や対応，それに伴って行動上の問題が

生じることでの混乱，収集のための活動の滞り等，悪循環

に陥ってしまうことが予想できる． 

また，「指導や勝利至上主義への不安」を感じている

指導者はＡ群が 9.8％いたのに対し，Ｂ群では 0％であっ

たことからＡ群は競技力向上よりも，活動が過熱して児

童への負担が増したり，運動の楽しさを見失ったりする

ことへの心配していることがわかる．熊本県の小学校運

動部活動が学校部活動から社会体育，社会体育から学校

部活動へ，そして今回の社会体育移行という歴史的背景

（新熊本の体力 2014）を考慮した考えであるともいえる． 

一方，両群とも「指導者確保への懸念」についてはＡ

群で 5.3％，Ｂ群で 7.4％と同程度の回答があった．配慮

を要する児童への個別の対応に時間をとられる場合，全

体の指導が滞ってしまい，活動そのものが止まってしま

うこともある．どの子にも活動を保障する環境をつくる

ためにも発達障害を含めた配慮を要する児童についてわ

かる指導者を含めた複数の指導者が必要といえる． 

自由記述欄では他にも，Ａ群で「個人情報への不安（守

秘義務）」のことについても心配する記載があった．Ｂ群

の指導者に児童の個人的な配慮事項などの情報を伝える

ことで，指導に生かされていくという反面，近年学校現場

で注意や配慮している「個人情報の守秘義務」といった点

も問題になってくる． 

地方公務員法第 34条 1項に，「職員は，職務上知りえ

た秘密を漏らしてはならない．その職を退いた後も，また，

同様とする」とある．いわゆる「守秘義務」とは，「秘密

を守る義務．公務員・医師・弁護士など，一定の者が職務

上知った秘密を守るべき法律上の義務．漏らせば処罰さ

れる．（広辞苑第 5版 岩波書店）」とあるように，対象

は教師を含む公務員や職業柄個人の秘密を知りうる立場

の者への義務である．部活動の（外部）指導者は様々な職

種の人たちで構成されており，適応の範囲は厳密にいえ

ば曖昧である．しかしながら指導者という立場で考える

と，学校職員同様の義務が発生すると思われる．これまで

は教師が把握し，対応していた部分を外部指導者が担う

ことになる．これまではいわゆる“暗黙の了解”的な風土

があり，実際に守秘義務の件で表立ってトラブルになっ

(5) 
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た例は見当たらない．この点についても指導者全体が意

識できるような研修の機会が必要であるといえる． 
 

２．外部指導者への研修試行後のインタビュー調査より 

Ｃ小学校でもアンケート調査と同様，外部指導者の方々

は発達障害をはじめ特別支援教育に関する研修や学びの

場に参加したことがある人はいなかった．あわせて，発達

障害に関する用語（高機能自閉症，アスペルガー障害，

ADHD など）をはじめて聞いたという指導者が半数を超え

ていた．しかしその後，Ｃ小学校外部指導者に発達障害に

ついての情報提供を行い，2か月後に研修後の指導につい

てインタビューを取ってみたが，「資料(スライド)がわか

りやすかった」や「変わらないといけないと思った」など

肯定的にとらえた感想がみられた． 

その後の指導においては「スケジュールを提示するよう

になった」や「言葉遣いをわかりやすく，ゆっくり話す」，

「一人一人に応じた話し方を心がける」などといった“で

きること”から取り組みを始められた．工夫したことによ

る児童の変化について「集合が早くなった」や，「何度も

説明しなくてよくなった」といった肯定的な変化につい

ても回答を得ることができた． 

これまでほとんど意識していなかった部分に「情報提供」

という形で配慮を要する児童の対応について提示したこ

とによって，視点が向きやすくなったと思われる．「自分

も少し子どもに対して怒らなくなった」という，いい循環

が生じていると思われる． 

また，Ｃ小学校の指導者は 2 か月前に発達障害に関す

る研修を受けたことで，その必要性を直接感じている回

答も寄せられている．「知ること」の重要性が裏付けられ

たといえる．今回モデルケースとして一つのスポーツク

ラブを対象に発達障害についての研修を行った．指導者

の中には今回のような研修の機会を得たことをとても喜

び，定期的に開かれることを望んでいる人もいる．「知ら

ない」ということで児童も指導者も，保護者も悲しい思い

をしなくていいように，児童に関わる指導者への研修制

度が充実できればと考える． 

 

３．スポーツ少年団指導者へのインタビュー調査より 

日本で唯一の特別支援学級の児童を主な対象とした北

九州のスポーツ少年団「竹の子プレイスクール」代表の田

中友治氏は，聞き取り調査の中で，自身のドイツへの研修

視察で学んだことを基に，特別支援教育の対象となる児

童生徒のスポーツ活動の必要性を述べている．田中氏は

2006 年「日独スポーツ少年団同時交流」の日本派遣団団

長として，「ドイツにおけるハンディキャップのある子ど

ものスポーツ活動」をテーマに視察され，環境面や人的な

手厚さなど，障がいのある子どもたちがスポーツを楽し

むための受け皿があることに驚かれたという．その後，独

自で「既存のクラブに障害のある子どもが入部を希望し

たときに受け入れてくれますか？」という調査をされた

時に，「何かあったときの責任論」や，「指導したことがな

い」といった後ろ向きの返事がほとんどであった．「知ら

ないから」という理由も多い．このようなことを踏まえ，

田中氏は，日本の少年スポーツの現状を鑑み，今後，スポ

ーツ少年団の資格取得のシステムの中に発達障害をはじ

め，障害のある児童についての研修プログラムの必要性

を述べている．福岡県のスポーツ指導者本部長として，

「指導者研修会の中にある程度基礎的な障害のある子ど

もについての内容を入れていくべきであり，資格認定講

習会の中にも盛り込んでいくことで指導者の認識も変わ

ってくるのではないか．また，年に 1 回の指導者研修会

の中でも，数年に一度は取り扱うべきだ．」とも述べてい

る． 

 

４．総合考察 

スポーツ指導者への研修の機会となると，熊本県では

体育協会が主催する「熊本県公認スポーツ指導者研修会」

がある．1988 年以降，講演や研究討議など様々なプログ

ラムが行われてきているが，障害のある人を対象にした

内容は取り扱っていない．このことは，県の基本方針４の

「指導者の資質向上研修会及び講習会の実施」において，

競技の技術的研修だけでなく発達障害をはじめとした研

修もそのプログラムの柱の一つとして，同様に組んでい

くことが大切であるといえる． 

中島ら(2012)は，「発達障害児にとって運動は楽しいも

のである．」と述べ，さらに，「楽しみながらできる運動は，

児童の気持ちを肯定的なものへと変化させる効果があり，

達成感を味わったり対人関係を改善したりすることにも

有効である」と述べている．これは，「スポーツ活動を通

じて自信をつけることが必要であり，我々は後押しをし

てやる．それが将来社会に出た時に自分から積極的に取

り組もうとすることに繋がっていく．一つ一つ時間をか

けてじっくり待ち，個人差に応じた指導をしていくこと

で小さな自信の積み重ねがあり，将来何かをするときに

生きてくる．」と田中氏が述べていることと重なってくる．

強制的ではなく自主的に入部する部活動だからこそ，特

別な配慮を要する児童にとって楽しみながら活動し，小

さなステップを一つずつ上がる経験の繰り返しを通して

自信をつけることが大切といえる．指導者の発達障害を

含めた特別支援教育への理解が必要で，「知らない」とい

う回答が多かった外部指導者への研修として，特別支援

教育に関することも取り入れる必要がある． 

アンケート調査の自由記述欄にも見られた，「指導者の

確保」ということについても，田中氏は，「地域ごとに人

材バンクのようなシステムを構築する必要があり，退職

した人や一緒に遊んでくれる感覚で女性の方にも呼び掛
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けていく必要がある」と述べている．熊本県内では，平成

27年 10月現在，67の総合型地域スポーツクラブ（5つは

準備中）が活動している（熊本県体育協会 H.P.）が，「人

材バンク」のような形で機能しているとことはほとんど

なく，「どのクラブも指導者確保が直面する問題である

（熊本県体育協会 地域スポーツ部聞き取り）」というこ

とだった．新たに配慮を要する児童の対応が可能な指導

者を各部活単位で発掘するというよりは，直面する問題

として現在指導に携わっている指導者への特別支援教育

に関する講習（研修）会が必要といえる． 

外部指導者へ向けた研修会の開催については，青柳ら

（2014）は，「指導者の成長や人脈獲得のニーズを満たす

ためにも，他の指導者との交流を通して知識やスキルの

獲得を後押しするワークショップ型の指導者講習会など

の企画が効果的である．」と述べている．競技力向上や組

織運営についての研修会という点では有効であると思わ

れるが，特別な配慮を要する児童への対応といった点で

は，アンケート調査や聞き取り調査の結果から，外部指導

者については経験や知識，対応の方法等周知がなされて

いない段階であることが明らかになったため，「ワークシ

ョップ型」で開催する前に，基本的な知識としての発達障

害及び特別支援教育に関する情報提供的な講習（研修）が

現段階では必要かつ有効である． 
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資料１： 

配慮を要する児童の運動部活動参加についてのアンケート 

当てはまる項目にチェック(☑)を入れてください。 
①あなたのご立場はどちらですか？ 
 □当該学校職員 □地域の指導者（外部指導者） 
②担当部活動は何部ですか？ （     ）部 
③違う競技の運動部活動も含め，指導歴はどれくらいですか？ 
 （     ）年 
④部活動指導を始めたころに比べて指導しにくいと思う児童が

増えた。 
□とてもそう思う  □少しそう思う 
□あまりそう思わない □全くそう思わない 

⑤部活指導を始めたころに比べ，保護者の対応に気を使うこと

が増えた。 
□とてもそう思う  □少しそう思う 
□あまりそう思わない □全くそう思わない 

⑥これまで所属していた児童も含め，競技の指導上必要な情報

として，発達障害など特別な配慮を要する児童への配慮事項な

どについて，担任の先生から詳しい情報提供がありましたか？ 
□あった…⑦へ  □なかった…⑧へ 

⑦どのような形で情報提供がありましたか？ 
□文書による提供  □口頭で説明 
□文書+詳しい口頭説明 □その他（     ） 

⑧これまで所属していた児童も含め，競技の指導上必要な情報

として，発達障害など特別な配慮を要する児童への配慮事項

などについて，保護者から詳しい情報提供はありましたか？ 
□あった…⑨へ  □なかった…⑩へ 

⑨どのような形で情報提供がありましたか？ 
□文書による提供  □口頭で説明 
□文書+詳しい口頭説明 □その他（     ） 
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⑩「発達障害」や「特別支援教育」などについて，これまで研修

や学びの機会に参加したことはありますか？ 
□ある  □ない 

⑪今まで指導した部員で，特別支援教育の視点から特別な配慮

を要する児童が在籍したことがありますか？ 
□ある…⑫へ □ない…⑬へ 

⑫どのようなお子さんでしたか？診断名や状態など，分かる範

囲で教えてください。 
（     ） 

⑬高機能自閉症，アスペルガー障害，ADHD などという言葉を

聞いたことがありますか？ 
□ある  □ない 

⑭高機能自閉症，アスペルガー障害についてお尋ねします。部員

の一人が高機能自閉症やアスペルガー障害と聞いた時，どう

いったことに配慮して指導しますか？ 
□（          ） □分からない 

⑮ADHDについてお尋ねします。部員の一人がADHDと聞いた

時，どういったことに配慮して指導しますか？ 
□（          ） □分からない 
 

※配慮が必要な児童についての考えをお聞かせください。 
⑯忘れ物が多い児童がいたら，活動に支障が出るので，部活では

毎回強く言い聞かせる方がよい。 
□とてもそう思う  □少しそう思う 
□あまりそう思わない □全くそう思わない 

⑰全体で今確認したこと（話したこと）をよく忘れている（対応

できない）児童に対しては，「これから先は一度しか言わな

い」と念を押し，それ以降言わない方が定着する。 
□とてもそう思う  □少しそう思う 
□あまりそう思わない □全くそう思わない 

⑱勝ちにこだわったり，あいまいな状況（ルールなど）が許せな

かったりまたは突然友だちをたたいたりする児童がいた場合，

それは家庭環境（しつけなど）が大きな要因と考えられるの

で，保護者に強く指導を要求したほうがよい。 
□とてもそう思う  □少しそう思う 
□あまりそう思わない □全くそう思わない 

⑲急な予定変更を嫌がったり，状況を把握せず心無い言葉を平

気でかけたり，またみんながやっている活動を嫌がり参加し

なかったりする児童がいた場合，部活動の中では，そのよう

な児童には厳しい対応をした方がよい。 
□とてもそう思う  □少しそう思う 
□あまりそう思わない □全くそう思わない 

⑳突然泣き出したり機嫌が悪くなり友だちに手を出したりする

など，いわゆる「パニック状態」になり，ひどく不安定な状況

になる児童がいた場合，他の子への活動が阻害されるので，

力づくで落ち着くまで押さえていた方がよい。 
□とてもそう思う  □少しそう思う 
□あまりそう思わない □全くそう思わない 

㉑同じメニューを練習して周りの児童はできているのに，でき

ないのは本人の努力不足の要因が大きいと考えられるので，

定着のため，何度も繰り返し練習をしたり，ペナルティ（罰）

を与えたりした方がよい。 
□とてもそう思う  □少しそう思う 
□あまりそう思わない □全くそう思わない 

㉒児童一人一人に対する指導（個別の指導）で，実際に対応に困

ったことがありますか？ 
□ある…㉓㉔へ  □ない…㉕へ 

㉓前設問で「ある」と答えた方へお尋ねします。 
どのようなことで困りましたか？詳しく教えてください。 

（     ） 
㉔その際，どのように対処（対応）をしましたか？ 
□一人で対応した □指導者で協力して対応した 
□保護者に相談した □指導者以外の学校職員に相談した 
□その他（ ） 

㉕設問㉒で，「ない」と答えた方にお尋ねします。これまでに指

導した特別な配慮を必要とする児童との関係を教えてくださ

い。 
□これまで対応はうまくいっている 
□出会ったことがない □その他（  ） 

㉖特別な配慮を要する児童について，個別の対応で困ったとき

に相談する人はいますか？ 
□いる…㉗へ □いない…㉘へ 

㉗相談する人がいると答えた方へお尋ねします。現時点では主

に誰に相談しますか？一つお選びください。 
□同じ部の外部指導者 □同じ部の指導者（学校職員） 
□その児童が通う学校の先生 □その児童の保護者 
□その他（ ） 

㉘これから小学校部活動を社会体育化していく上で，特別な配

慮を要する児童が入部してきた場合，児童理解や指導につい

てのお考えがあれば聞かせてください。 
（     ） 

 
資料２：半構造化面接の質問項目 
① 前回の研修ではじめて知ったことなどありましたら，教え

てください． 
② 研修を受けてみて，これまでの指導方法を工夫した点があ

れば教えてください． 
③ 発達障害の児童への対応を実践されてみて，児童の様子に

変化が見えてきた部分があったら教えてください． 
④ 発達障害についての諸情報を得たことで，よかったこと・

ためになったことを教えてください． 
⑤ 社会体育化し，今の学校だけでなく様々な学校の児童と部

を構成していくことになった場合，児童の様子・対応方法

等どのように把握していけばいいか，お考えを聞かせてく

ださい． 
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